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◇はじめに（計画策定の趣旨） 

 

本市は、市域面積が 49.25k ㎡、南北は最長 9.4 ㎞、東西は最長 15.6 ㎞、最高地の標高は

94.6m といった東西に細長く平坦なまちを形成しています。 

昭和40年代から人口が急増し、これに伴う行政需要に対応するために昭和40年代後半から、

公共施設として、小中学校や文化施設等の施設（ハコモノ）、道路や上下水道管等のインフラを

整備してきたところです。 

これら多くの公共施設で老朽化が進み、今後は次々と修繕・更新※が求められる一方で、これ

までのような高度経済成長が望めない経済情勢の下では、公共施設すべてについて、修繕・更

新を担う財源の確保は極めて困難な状況にあります。 

しかしながらまた、公共施設は市民の暮らしに密着した役割を持っており、公共施設を総合

的かつ計画的に管理することは、明石のまちづくりを進めるうえで欠かすことのできない要素

となっています。 

こうしたことから、早急に公共施設の個々の役割や機能、規模、配置状況、老朽化など、公

共施設全体の状況を把握し、中長期的視点をもって、更新・統廃合・長寿命化などを計画的に

行うことにより、財政負担を軽減・平準化し、効率的・効果的な公共施設の配置（公共施設配

置適正化）を実現することが必要となっています。 

 

※更新・・・老朽化に伴い機能が低下した公共施設を取り替え、同程度の機能に再整備するこ

と。具体的には、大規模改修や施設の建て替え及びインフラの取り替え等のことを言います。 
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公有財産 普通財産 

公用財産 

公共用財産 

公 共 施 設 

行政財産 

インフラ 

 施 設（ハコモノ） 

（庁舎、学校、市営住宅、文化施設等） 

（道路、橋りょう、上下水道管等） 

（市が所有する動
産及び不動産等） 

※行政財産以外 

※行政目的で用いる財産 （学校、道路、橋りょう等） 

（庁舎、消防署等） 


